
※新聞を購読されている方には、 新聞に折り込まれます。
○新規のお申し込み 申込専用電話 1046（252）8684（広報広聴人権課）
○届かない場合 （株）神奈川新聞総合サービス 70120（111）429 （無料）

希望者への「広報ざま」の戸別配布を実施中

見つけよう 学びの楽しみ！ 行ってみよう ふれあいの場へ

座間市生涯学習フェスティバル

　サークル活動の見学や体験ができる「オープンサークル」を開催します。見
学・体験できるサークルの一覧は公共施設で配布します。なお、下表の催しは
担当へ事前申込が必要です（申込順）。

催　し と　き 団体名
市公民館会場

山野草の栽培★ 2 月27日（金）午前10時～正午 谷戸山山野草会

社交ダンス 2 月21日・28日、 3 月 7 日・14日いずれも土曜日
午後 2 時～ 4 時

ひまわりダンスサーク
ル

百人一首
（子ども向け）

2 月28日、 3 月 7 日いずれも土曜日
午前 9 時30分～正午 百人一首ひなづる

百人一首 2 月25日、 3 月 4 日・11日いずれも水曜日
午前 9 時30分～正午 百人一首鶴

た づ

の会

社交ダンス 2 月20日・27日、 3 月 6 日・13日いずれも金曜日
午後 7 時45分～ 9 時30分 ソシアルダンスH＆S

詩吟 2 月26日、 3 月12日いずれも木曜日午後 1 時～ 5 時45分 吟翠会
箏の演奏 2 月18日、 3 月 4 日いずれも水曜日午後 1 時30分～ 4 時 箏友会
クラシック
バレエ 2 月18日（木）午後 3 時15分～ 4 時 児童バレエひまわり・ 

コッペリア
絵手紙 2 月19日、 3 月 5 日いずれも木曜日午後 1 時30分～ 3 時30分 かぼちゃの会

北地区文化センター会場
民謡踊り 2 月27日（金）午後 1 時～ 3 時 座間市民踊連盟

東地区文化センター会場

女性コーラス 2 月19日・26日、 3 月 5 日・12日いずれも木曜日
午後 1 時～ 3 時 すぎなコーラス

社交ダンス 2 月19日・26日いずれも木曜日午後 7 時30分～ 9 時 ふれあいいずみ会
和太鼓 2 月26日、 3 月12日いずれも木曜日午後 2 時～ 6 時 いづみ太鼓同好会
社交ダンス 2 月20日（金）午後 7 時～ 9 時45分 さくらフレンド
落款づくり★ 2 月27日、 3 月 6 日いずれも金曜日午後 1 時30分～ 4 時 印友会
健康体操 3 月10日（火）午後 1 時30分～ 3 時 福前体操さわやか
英会話 2 月24日、 3 月10日いずれも火曜日午前10時～正午 ZECA
調理実習 3 月11日（水）午前10時～午後 1 時 さくら料理教室

※「★印」の催しは費用がかかります。

 市と生涯学習フェスティバル実行委員会で
は、生涯学習を始めるきっかけづくりの場と
して、2 月15日（日） 〜 3 月15日 （日）ハーモ
ニーホール座間  （市民文化会館）  、図書館、  
市公民館、 野外などを会場として生涯学習
フェスティバルを開催します。
 この催しでは、市内で活動するサークルな
どの見学・体験をしたり、さまざまな活動紹
介のブースを見たりすることができます。実
際の活動に触れることのできるチャンスです
ので、ぜひご参加ください。

 ハロースタディ
　市内の32団体（予定）がサークルごとにブースを設置して活動紹
介を行います（本紙 2 月15日号に詳細を記載予定）。
○と き　 3 月12日（木）午前11時～午後 3 時30分
○ところ　ハーモニーホール座間　小ホール

野外会場の催し
　野外を会場として、さまざまな催しを行います。参加希望者は、
担当へ事前申込が必要です（申込順）。

催　し と　き ところ

ペタンク体験 2 月25日（水）、3 月 1 日（日）
午後 1 時15分～ 4 時 かにが沢公園

早春探鳥会 3 月 8 日（日）
午前 9 時～午後 0 時30分 市公民館～新田宿方面

ノルディックウォー
キング体験

3 月12日（木）
午前10時～午後 3 時 ふれあい広場

図書館会場の催し
情報の木 
　図書館内で調べ学習コンクールの展示などを行います。
○と き　 2 月19日（木）～ 3 月10日（火）午前 9 時～午後 7 時（土
曜・日曜日は午後 5 時まで。月曜日は休館）

その他の催し　              
催　し と　き

製本講座 2 月14日（土）
文学講演会 2 月28日（土）
第 7 回ZAMA
おひさまおはなし会 3 月 7 日（土）

　・ 8 日（日） ワンスモアブックスフェア

オープンサークル

百人一首鶴
た づ

の会で百人一首を体験する子どもたち

担当（申し込み・問い合わせ先）
生涯学習フェスティバル実行委員会事務局

（生涯学習課内） 
☎046（252）8472　　5046（252）4311

遊
び
に

来
て
ね
！

広報

大豆油インクを使用しています

【座間市のお知らせ】

※写真は昨年のものです。
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◆平成27年（2015年）2月 1日発行
◆座間市市民部広報広聴人権課編集

市 の 人 口●128,983人（−37人）
市の世帯数●55,692世帯（＋2世帯）
平成27年1月1日現在（ ）は平成26年12月との増減2.1平成27年

（2015年）
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● ボランティア講演会（２面）
●みんなの健康（３面）
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市マスコット
キャラクター
  「ざまりん」

0120（867）860（通話料無料）
※つながらない場合は☎03（5524）8500へ、
聴覚障がい者は専用ファクス503（3562）8435へ
（通話・通信料発信者負担）。
担当　医療課　☎046（252）7295　5046（252）7043

座間市24時間健康電話相談2

担当　健康づくり課 　☎046（252）7225　 046（255）3550

広報ざま【座間市のお知らせ】No.971 平成27年 (2015年) 2 月 1 日3

担当　医療課　●●●●●　●●●●●●

市民健康センター　対象＝平成23年 8 月生まれ　
持ち物＝母子健康手帳

とき＝ 2月16日（月）午前 9時30分～10時30分受
け付け　ところ＝市民健康センター　内容＝身体
測定、尿検査、血圧測定、
体脂肪測定と相談、禁煙相
談（対象は 1カ月以内に禁
煙を始めたい方。要予約）
持ち物＝健康手帳　参加方
法＝直接会場へ

とき＝随時　ところ＝市民健康センター　内容＝
食事療法や健康全般についての栄養士・保健師に
よる相談　持ち物＝健康手帳（お持ちでない方に
は当日発行します）　申込方法＝電話予約

健康相談

個別健康相談

とき＝ 2月 6日（金）午後 1時15分～ 2時15分受
け付け（時間厳守）　ところ＝市民健康センター
対象＝平成26年 7 月生まれ（対象者には個人通知
します）と対象月に受けられなかった 1歳未満児

とき＝ 2月24日（火）午前10時～11時30分（受け
付けは午前 9時50分まで）　ところ＝市民健康セ
ンター　内容＝離乳食の作り方・すすめ方、子ど
もの発達や予防接種について　対象＝おおむね 5
～ 6カ月児とその保護者（これから離乳食を始め
る赤ちゃん）　定員＝30人（申込順）　持ち物＝母
子健康手帳、ティースプーン　申込方法＝電話予
約

とき＝ 2月17日（火）午後 1時～ 2時　ところ＝
市民健康センター　対象＝平成26年10月生まれ

　市では、指定医療機関を定め、無料で健康診査
を実施しています。対象者には個人通知をします
ので、あらかじめ医療機関に電話連絡の上、母子
健康手帳をお持ちになり受診してください。 

BCG接種

赤ちゃん教室

４カ月児健康診査

８～ 10カ月児健康診査

◆内科　とき＝対象者に通知　ところ＝指定医療
機関　対象＝平成25年 7 月生まれ
◆歯科　とき＝ 2月 4日・18日いずれも水曜日午
前 9時30分～10時30分　ところ＝市民健康セン
ター　対象＝平成25年 6 月生まれ

とき＝ 2月25日（水）午後 1時～ 2時受け付け　
ところ＝市民健康センター　内容＝歯科健診、予
防処置と育児相談など（予防処置は希望者のみで
有料）　対象＝平成25年 1 月生まれ　持ち物＝母
子健康手帳、歯ブラシ　参加方法＝直接会場へ
※事前通知はありませんのでご注意ください。

とき＝ 2月10日（火）午後 1時～ 2時　ところ＝

１歳６カ月児健康診査

２歳児歯科健康診査

３歳６カ月児健康診査

○と　き　 2月19日（木）午前 9時30分～11
時45分

○ところ　市民健康センター
○講　師　健康運動指導士
○内  容　リラクゼーションストレッチ、体
幹引き締め、コアトレーニングなど

○定  員　30人（初めての方優先、申込順）
○参加費　無料
○持ち物　筆記用具、ヨガマットまたはバス
タオル、飲み物、健康手帳（お持ちでない
方には当日発行します）

　※運動できる服装と靴でおいでください。
○申込方法　 2 月18日（水）までに電話で担
当へ

担当 健康づくり課
☎046(252)7225　5046(255)3550

　乳幼児期（ 4カ月健診後～ 1歳 6カ月）の
運動発達面での心配について、理学療法士が
相談に応じます。
○と　き　 2月 6日､ 3月27日いずれも金曜
日午前 9時～正午
○ところ　市民健康センター
○申込方法　電話で担当へ
担当 障がい福祉課

☎046(252)7132　5046(252)7043

運動を始めよう！
～メリハリＢＯＤＹへの道

発達相談

　市では、①子宮がん施設検診②乳がん施設検
診を実施しています。
○対　象　平成26年 4月 1日現在で①20歳以上
の女性②30歳以上の女性

○実施期間　 2 月27日（金）まで
○受診料　①子宮頸

けい

部
ぶ

細胞診のみは1,700円、
子宮頸部細胞診と子宮体部細胞診は2,500円
②視触診700円

　※受診時に医療機関へお支払いください。
○受診方法　平成26年 5月に郵送した検診のお
知らせ通知（紛失したときは保険証や身分証
明書）を持参して、指定医療機関へ（市への
申込不要）

※指定医療機関については、検診のお知らせ通
知、本紙平成26年10月 1日号をご覧ください。
※受診料が免除されますので、後期高齢者医療
制度加入者は窓口
で医療証の提示
を、市民税非課税
世帯の方は必ず受
診前に担当へ免除
確認の連絡をお願
いします。

担当 健康づくり課
☎046(252)7225　5046(255)3550

お早めに受診を！
子宮がん・乳がん施設検診

※聴覚障がい者専用問い合わせ先 5０４６（２５１）５２６３
※救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
※基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。
※電話をかける場合は電話番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。

◆深 夜

受付時間診療場所診療科目
午後１０時～翌日午前８時消防テレホンサービス1０４６（２５１）０１１９でご確認ください。内科・外科
午後１０時～翌日午前７時
（重病の場合は午前８時）

小児救急情報センター1０４６（２５５）９９３３でご確認ください。
小児科

（外科系を除く）

◆夜 間
受付時間診療場所電話番号診療科目

月曜～金曜日    ：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝・休日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５２）９０９０内 科

午後６時～１０時（診療時間）外 科
月曜～金曜日    ：午後７時～９時４５分
土曜・日曜日、祝・休日：午後６時～９時４５分

休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

◆休日（日曜日・祝日）昼間

受付時間診療場所電話番号診療科目
午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分休日急患センター

（市民健康センター１階）
1０４６（２５２）９０９０内科・外科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分1０４６（２５２）８２１７歯 科
午前９時～１１時３０分、午後１時３０分～４時３０分相模原南メディカルセンター（相模原市相模大野）1０４２（７５６）９０００耳鼻咽喉科
午前９時～正午、午後２時～５時（診療時間）消防テレホンサービス

消防テレホンサービス

1

1

０４６

０４６

（

（

２５１

２５１

）

）

０１１９

０１１９

でご確認ください。

でご確認ください。

婦人科・眼科

午前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分
休日急患センター
（市民健康センター１階）

1０４６（２５５）９９３３小児科
（外科系を除く）

救急診療 担当 医療課 1 5046(252）7043046(252）7295
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市
で
は
、
前
年
の
状
況
か
ら

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
、 

１
月
中
旬
に
市
民
税
・
県
民
税

の
申
告
用
紙
を
郵
送
し
ま
し
た
。 

申
告
用
紙
が
届
い
た
方
は
、
収

入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
は
不
要
で
す
。

　

ま
た
、
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
で
あ
っ
て
も
申
告

用
紙
が
届
い
て
い
な
い
方
は
、

担
当
ま
た
は
各
出
張
所
で
申
告

用
紙
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。 

　
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
方
　

　

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
が

続
税
お
よ
び
贈
与
税
の
申
告
、

消
費
税
の
申
告

○
提
出
の
み
の
方

　

申
告
相
談
を
受
け
ず
に
確
定

申
告
書
の
提
出
の
み
の
方
は
、

事
前
に
予
約
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
（
記
載
内
容
の
確
認

や
質
問
な
ど
は
お
受
け
で
き
ま

せ
ん
）
。
提
出
の
み
の
方
は
、

税
務
署
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
し

て
い
た
だ
く
か
、
直
接
申
告
会

場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
大
和
税
務
署
に

確
定
申
告
す
る
方
へ
　

　

平
成
26
年
分
の
確
定
申
告
の

相
談
、
申
告
書
の
受
け
付
け
お

よ
び
納
付
の
期
間
は
、 

次
の
通

り
で
す
。

○
期　

間

所
得
税
…
２
月
16
日 （
月
）

 

か
ら

　

３
月
16
日
（
月
）
ま
で

贈
与
税
…
２
月
２
日 （
月
）

 

か
ら

　

３
月
16
日
（
月
）
ま
で

消
費
税 （
個
人
事
業
者
） …
３
月

　

31
日
（
火
）
ま
で

※
土
曜 

・ 

日
曜
日
、 

祝 

・ 

休
日

は
執
務
を
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

な
お
、 

本
年
は
２
月
22
日 

（
日
）  

と
３
月
１
日 （
日
） に
限
り
、

申
告
の
必
要
が
な
い
方

(６)
前
年
に
退
職
し
、 

再
就
職
を

し
て
い
な
い
方
の
う
ち
、 

確

定
申
告
を
し
て
い
な
い
方

(７)
雑
損
（
火
災
、
盗
難
な
ど
）、 

医
療
費
、
生
命
保
険
料
な
ど

の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

方
(８)
前
年
に
収
入
が
な
く
、
税
法

上
の
扶
養
親
族
（
年
齢
に
関

係
な
く
年
間
の
所
得
が
38
万

円
以
下
）
に
な
っ
て
い
な
い

方
(９)
前
年
に
収
入
が
な
く
、
市
外

に
居
住
す
る
方
の
扶
養
親
族

に
な
っ
て
い
る
方

(10)
前
年
に
収
入
が
な
く
、
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
※
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
や
幼

稚
園
・
高
校
授
業
料
負
担
が
軽

減
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
児
童
扶

養
手
当
な
ど
が
受
給
で
き
な
か

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

場
合
は
、
税
務
署
ま
た
は
市
役

所
２
階
市
民
税
課
、
市
役
所
各

出
張
所
で
確
定
申
告
書
を
受
け

取
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

市
役
所
・
出
張
所
で
は
数
に
限

り
が
あ
り
、
配
布
分
が
無
く
な

り
次
第
お
渡
し
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、 

ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告

書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

（w
w
w
.nta.go.jp

） か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
り
、
画
面

上
で
作
成
し
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
市
役
所
で
の確

定
申
告
相
談
　

○
相
談
は
事
前
予
約
制

　

市
役
所
の
確
定
申
告
相
談
は

２
月
16
日 

（
月
） 〜
３
月
16
日  

（
月
）   

（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）  

の
期
間
で
す
。
来
場
さ
れ

る
皆
さ
ん
の
待
ち
時
間
を
少
し

で
も
減
ら
す
た
め
、 

申
告
相
談

は
、 

事
前
に
電
話
予
約
を
さ
れ

た
方
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

必
要
な
方
は
、
主
に
次
の
よ
う

な
方
で
す
。

(１)
給
与
以
外
の
不
動
産
、

 
配
当
、 

雑
所
得 

（
年
金
な
ど
） 
な
ど

各
種
所
得
が
あ
り
、
所
得
税

が
か
か
ら
な
い
方

(２)
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か

ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
な
い
方

(３)
給
与
所
得
者
で
、
給
与
所
得

以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
20

万
円
以
下
の
方

(４)
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的

年
金
等
以
外
に
20
万
円
以
下

の
所
得
（
農
業
所
得
・
不
動

産
所
得
・
一
時
所
得
な
ど
）

が
あ
る
方

(５)
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支

払
い
を
受
け
て
い
て
、
確
定

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。 

※
市
役
所
で
ご
相
談
い
た
だ
く

方
は
、 職
員
が
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ

て
確
定
申
告
書
を
作
成
し
提
出

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、 翌
年

度
は
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
書

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◆
市
役
所
で
相
談
で
き
る
申
告

　

平
成
26
年
分
、
給
与
所
得
お

よ
び
公
的
年
金
所
得
（
個
人
年

金
お
よ
び
そ
の
他
雑
所
得
は
除

き
ま
す
）
申
告
に
限
り
ま
す
。

◆
市
役
所
で
相
談
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
申
告

　

次
に
該
当
す
る
方
は
税
務
署

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
平

成
25
年
分
以
前
の
申
告
に
つ
い

て
も
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

　

事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、

譲
渡
所
得
、 

配
当
所
得
、 

一
時

所
得
、
雑
所
得
な
ど
（
公
的
年

金
所
得
を
除
き
ま
す
）  の
申
告
、  

寄
付
金
控
除
の
申
告
、
住
宅
借

入
金
等
特
別
控
除
の
申
告
、
損

失
の
申
告
、
準
確
定
申
告
、

 

相
開催期間 開　催　時　間

2 月16日（月）〜
3 月16日（月）

（120人/日）

午前の部
第一部　　午前 9 時〜10時15分
第二部　　午前10時15分〜11時30分

午後の部
第三部　　午後 1 時〜 2 時15分
第四部　　午後 2 時15分〜 3 時30分

○予約受付期間　 2 月 5 日（木）〜 3 月16日（月）（土曜・日曜日、
祝・休日は除きます）

○予約受付時間　午前 9 時30分〜午後 3 時30分
○予約専用ダイヤル　☎０４６(252)８８３０
（ 1 ） 2 月 5 日（木）の受付開始までは、予約専用ダイヤルは通じま

せん。また、予約専用ダイヤル以外での予約はできません。
（ 2 ）予約受付の開始日は受付が集中し、混み合いますので、開始日

をさけてお掛けください。
（ 3 ）電話のお掛け間違いにご注意ください。

市役所での確定申告相談には
電話での予約が必要です

大和税務署
○住　所　〒242-8567　
　大和市中央 5 −14−22

○電　話　046（262）9411

※税務署の駐車場は狭いので、 
お車での来署はご遠慮くださ
い。

 

１
．
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

 

２
．
所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告

　

市
で
は
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
を
、
市
役
所
２
階
市
民
税
課
で
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
２
月
16
日
（
月
）
〜
３
月
16
日
（
月
）
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
お
よ
び
受
け
付
け
も
実
施
し
ま
す
（
相
談
に
は
事
前
予
約
が
必
要
）
。

　

ス
ム
ー
ズ
な
申
告
に
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

担
当	

市
民
税
課　

☎
0
4
6（
2
5
2
）8
8
3
3　

5
０
４
６（
2
5
5
）3
5
5
0

申
告
は
お
早
め
に

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告

っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、 

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
市
民
税
・
県
民
税

申
告
書
の
提
出
方
法
　

○
受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
15
分

○
受
付
場
所　

市
役
所
市
民
税

課
２
階
（
10
番
窓
口
）

○
受
付
方
法　

〒
２
５
２

−

８

５
６
６
座
間
市
役
所
市
民
税

課
に
郵
送
ま
た
は
直
接
担
当

に
持
参

○
申
告
に
必
要
な
物

(１)
申
告
書
と
印 （
認
め
印
可
） 

(２)
源
泉
徴
収
票
、
収
支
内
訳

書
ま
た
は
支
払
調
書
な
ど
収

入
を
証
明
す
る
書
類

(３)
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険

料
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
方

は
、 

そ
の
控
除
証
明
書

(４)
社
会
保
険
料
（
国
民
健
康

保
険
税
な
ど
）
の
支
払
領
収

書
な
ど

※
国
民
年
金
保
険
料
は
控
除

証
明
書
。

(５)
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方

は
、 

身
体

障
害
者
手

帳
、
療
育

手
帳
な
ど

平成27年度（26年分）からの
主な変更点
※詳細は担当にお問い合わせください。

◆住宅ローン控除の延長・控除限度額の拡充
　消費税の引き上げによる影響を踏まえた特例的な措置
として、居住年の適用期限を平成29年12月31日まで延長
するとともに、 平成26年 4 月 1 日〜平成29年12月31日に
住宅を取得した場合の、個人住民税における住宅借入金
等特別税額控除の控除限度額などが拡充されます。

住宅ローン控除の延長・控除限度額の拡充

居住年 住宅
区分

所得税 個人住民税の
控除限度額控除対象

限度額 控除率 各年の控
除限度額

平成26年
1 月〜
3 月

一般 2,000万円 1.00% 20万円 所得税の課税
総所得金額等×5％
（最高97,500円）認定 3,000万円 1.00% 30万円

平成26年
4 月〜
平成29年
12月

一般 4,000万円 1.00% 40万円 所得税の課税
総所得金額等×7％
（最高136,500円）認定 5,000万円 1.00% 50万円

◆東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の特例
　東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する
場合の適用期限を平成29年12月31日まで延長するととも
に、再建住宅の取得などをして平成26年 4 月〜平成29年
12月に居住の用に供した場合、個人住民税における住宅
借入金等特別税額控除の控除限度額などが拡充されます。 

東日本大震災の被災者等にかかる住宅ローン控除の特例

居住年
所得税 個人住民税の

控除限度額控除対象
限度額 控除率 各年の控

除限度額

平成26年
1 月〜 3 月 3,000万円 1.20% 36万円

所得税の課税
総所得金額等×5％
（最高97,500円）

平成26年 4 月
〜

平成29年12月
5,000万円 1.20% 60万円

所得税の課税
総所得金額等×7％
（最高136,500円）

◆上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
　上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10パーセント軽
減税率の特例措置は、平成25年12月31日で廃止になりま
した。平成26年 1 月 1 日以後は、本則税率の20パーセン
ト（所得税15パーセント、市民税 3 パーセント、県民税
2 パーセント）が適用されます。

上場株式等の配当等に係る税率
申告区分 平成21年分〜平成25年分 平成26年分以降
申告分離

課税
所得税　7　％

市民税　1.8％、県民税1.2％
所得税 15％

市民税 3 ％、県民税 2 ％

総合課税 所得税 所得税の税率による
市民税 6　％、県民税 4.025％（水源環境保全税を含む）

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

申告区分 譲渡の形態 平成21年分〜
平成25年分

平成26年分〜
平成27年分

申告分離
課税

金融商品
取引業者など
を通じた譲渡

所得税  7 ％
市民税 1.8％
県民税 1.2％ 所得税 15％

市民税  3 ％
県民税  2 ％上記以外の

譲渡
所得税 15％
市民税  3 ％
県民税  2 ％

◆非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲
　渡所得等の非課税措置の創設 
　平成26年〜35年の各年に金融商品取引業者などで開設
した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上
限に、5 年以内に支払を受けるべき配当所得および譲渡所
得などを非課税とすることとされました。

◆ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正（生
　活に通常必要でない資産の範囲の追加） 
　譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除を適
用することができない生活に通常必要でない資産の範囲
に、主として趣味・娯楽・保養・鑑賞の目的で所有する
不動産以外の資産（ゴルフ会員権など）が追加されまし
た（平成26年 4 月 1 日 譲渡分より適用）。 

確
定
申
告
の
相
談
お
よ
び
申
告

書
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

○
時　

間

受　

付　

午
前
８
時
30
分
か
ら

　
（
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

相　

談　

午
前
９
時
か
ら
午
後

　

５
時
ま
で

※
会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合

に
は
、
受
け
付
け
を
早
め
に
締

め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

 

な
る
べ
く
お
早
め
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

○
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

【
郵
送
の
場
合
】

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（w

w
w
.nta.go.jp

） の 

「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
な
ど

を
利
用
し
て
確
定
申
告
書
を
作

成
し
、
郵
送
で
提
出
さ
れ
る
方

は
、
封
筒
に
、
差
出
人
（
申
告

を
す
る
方
）
の
住
所
・
氏
名
を

必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
確

定
申
告
書
な
ど
の
「
控
」 

に
税

務
署
の
受
付
印
が
必
要
な
場
合

は
、 

切
手
を
貼
り
返
信
先
（
確

定
申
告
書
に
記
入
し
た
住
所
と

氏
名
）
を
記
入
し
た
返
信
用
封

筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、 

通
信
日
付 
（
消
印
日
付
）

が
提
出
日
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

【
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
の
場
合
】

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.nta.go.jp

） の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」 

で
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、

ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、 

ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
で
確
定

申
告
を
行
う
場
合
は
、
確
定
申

告
デ
ー
タ
に
電
子
署
名
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
市
役
所
１
階
戸
籍
住
民
課
で 

「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
」

に
基
づ
く
電
子
証
明
書
（
有
効

期
限
は
３
年
間
）
を
取
得
し
て

く
だ
さ
い
。

※
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
た
還

付
申
告
は
、
通
常
よ
り
早
く
処

理
さ
れ
ま
す
（
お
お
む
ね
３
週

間
程
度
）。

※
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴

収
票
な
ど
は
、
そ
の
記
載
内
容

（
病
院
の
名
称
・
支
払
金
額
な

ど
）
を
入
力
し
て
送
信
す
る
こ

と
に
よ
り
、
提
出
ま
た
は
提
示

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
税
務
署
か
ら
書
類
の
提
出
ま

た
は
提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
）。

　
所
得
税
白
色
申
告
の
方
へ

　

所
得
税
法
改
正
に
よ
り
平
成

26
年
１
月
か
ら
記
帳
と
帳
簿
書

類
の
保
存
が
義
務
化
さ
れ
ま
し

た
。

　

事
業
所
得
、 不
動
産
所
得
、 山

林
所
得
の
あ
る
方
が
対
象
で
す
。 

　

大
和
青
色
申
告
会
で
は
、
２

月
２
日
（
月
）
か
ら
税
理
士
会

の
協
力
で
、
所
得
税
お
よ
び
消

費
税
の
決
算
・
確
定
申
告
個
別

指
導
会
を
開
催
し
ま
す
。
予
約

す
れ
ば
、 

待
た
ず
に
指
導
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
、 

税
務
署
ま

で
行
か
な
く
て
も
指
導
会
場
で

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

ぜ
ひ
、 

こ
の
機
会
に
ご
入
会
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
入
会
金　

２
千
円　

会
費　

　

月
１
，２
５
０
円

　

詳
細
は 

一
般
社
団
法
人
大
和

青
色
申
告
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い大
和
市
桜
森
2

−

3

−

9
ク
リ

オ
相
模
大
塚
壱
番
館
１
階　

☎

0
4
6
（
2
6
2
）
５
１
１
１

○納付方法
納付方法 期日と１回の納付額 割引額

口座振替

毎月納付 翌月末（ 1 カ月分） なし
早割納付 当月末（ 1 カ月分） 毎月50円
半年前納 毎年 4 月末日と10月末日（ 6 カ月分） 1,040円
1 年前納 毎年 4 月末日（ 1 年分） 3,840円
2年前納 2 年に 1 度 4 月末日（ 2 年分） 14,800円

クレジット
カード納付

毎月納付 当月末（ 1 カ月分） なし
半年前納 毎年 4 月末日と10月末日（ 6 カ月） 740円
1 年前納 毎年 4 月末日（ 1 年分） 3,250円

※割引額は、平成26年度の額を参考に表示しています。
※申し込みをしてから、手続きが完了するまでに 1 〜 2 カ月程度かか
ります。4 月分からの半年・ 1 年・ 2 年前納は 2 月末日までに、10月分か
らの半年前納は 8 月末日までに申し込んでください。
〇申込方法　年金事務所と市役所 1 階国保年金課窓口に備え付けの「国

民年金保険料口座振替納付（変更）申出書」 「国民年金保険料クレ
ジットカード納付（変更）申出書」に必要事項を記入し年金事務所
へ提出（郵送可）。申出書はそれぞれ年金事務所からの郵送取り寄せ
可。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードができます。 
※「国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書」は金融機関の窓
口にも備えてあります。
※口座振替の場合は金融機関、クレジットカード納付の場合は市役
所 1 階国保年金課窓口でも申し込めます。

〇持ち物　納付書または年金手帳（基礎年金番号の確認ができるもの）、
口座振替の場合は預金通帳と通帳届印、クレジットカード納付の場
合はクレジットカード（代理申請の場合は被保険者の認印）。

〇クレジットカード納付の場合の注意事項
・カードの種類によっては利用できない場合もあります。その際は利用

できない旨をご連絡するとともに、申し込み前の支払い方法を継続
します。納付にカードが利用できるかは各カード会社へお問い合せ
ください。

・分割やリボ払いなどは利用できません。
・申出書にカード名義人によるサインが必要です。
○問い合わせ先
▽ねんきんダイヤル　☎0570（05）1165（ⅠP電話の一部やPHS電話か

らは☎03（6700）1165へ）
▽厚木年金事務所　☎046（223）7171
担当 国保年金課　☎046（252）7035　5046（252）7043

【表 1 】対象となる被介護者は、次の 1 〜 4 の全ての要件を満たす方

1.障害要件

平成26年 4 月 1 日から起算して11カ月以上継続して、 次の①〜③のいずれか
に該当する方
①障害等級 1 級、 2 級の身体障害者手帳をお持ちの方
②障害等級A 1 、 A 2 の療育手帳をお持ちの方
③知的障害者更生相談所において、 知能指数35以下と判定された方

2.在住要件 平成27年 3 月 1 日時点で座間市内に継続して 1 年以上お住まいの方

3.在宅要件

他の人の介添えが無ければ食事、 着脱衣、 排泄などが困難なほぼ寝たきりの在
宅の方
ただし、 次の①〜④までに該当する方は対象外
①障害児・者施設など（作業所含む）に入所・通所している方（年間 7 日以内
の短期入所の利用を除く)
②グループホーム、 ケアホーム、 生活ホーム、 老人ホームなどに入居している方
③通勤・通学・通園している方
④平成26年 4 月 1 日〜平成27年 3 月 1 日までの間に、 医療機関に通算して91
日以上の入院歴がある方

4.年齢要件 平成26年 4 月 1 日時点で、 3 歳以上65歳未満の方

【表 2 】対象となる介護者は、次の 1 〜 2 の全ての要件を満たす方
1.在住要件 平成27年 3 月 1 日時点で座間市内に継続して 1 年以上お住まいの方

2.在宅要件 平成27年 3 月 1 日時点で被介護者と 1 年以上同居し、 11カ月以上常時介護し
ている方

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
市重度障害者介護手当の

申請受付を開始
○受付期間　 2 月 2 日（月） 〜27日（金）

の開庁時間内
○受付場所　市役所 1 階障がい福祉課
○支給額　年額10万円
○持ち物　身体障害者手帳、療育手帳ま

たは判定書
○支給対象者
　右表 1 の要件を満たす方を常時介護し

ている右表 2 の要件を満たす方
※手当の支給は、 申請後にケースワー
カーが訪問調査し決定します。

担当 障がい福祉課
☎046（252）7132　5046（252）7043

国民年金保険料は、口座振替や
クレジットカード納付が可能
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お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則として祝・休日や年末年始を除く月曜〜金曜日の午前₈時３０分〜
午後₅時1５分にお願いします。なお、ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記して下さるようお願いします。

　　　　　　　　　　

家屋を取り壊したとき、
新築・増築したときは連絡を

　家屋（物置などを含みます）を取
り壊したり、新築・増築をすると、
翌年度から固定資産税・都市計画税
の税額が変わります。登記が遅れる
場合は、早めに担当までご連絡くだ
さい。
担当� 固定資産税課
� ☎046（252）8043　5046（255）3550

高座清掃施設組合
組合長ミーティング

　高座清掃施設組合では、一般廃棄
物の処理と施設の更新計画について
海老名・座間・綾瀬市の在住者を対
象に組合長（海老名市長）と直接意
見を交わす「組合長ミーティング」
を行います。
とき＝ 2月15日（日）午前10時～11
時　ところ＝海老名市役所401会議室　
定員＝150人（申込順）　申込方法＝
2月10日（火）までに高座清掃施設
組合☎046（238）2094へ
担当� 資源対策課
� ☎046（252）7985　5046（252）7616

ことばの相談

　言語聴覚士が言葉の心配について
相談・助言を行っています。
とき＝ 2月 5日（木）午前 9時～11
時・16日（月）午後 1時～ 4時、 3
月 5日（木）午前 9時～11時・16日
（月）午後 1時～ 4時　ところ＝市
民健康センター　申込方法＝電話で
担当へ
担当� 障がい福祉課
� ☎046（252）7132　5046（252）7043

水圧低下のお知らせ

　 市では、安定した水を供給するた
め、次の通り配水場電気施設の点検
作業を実施します。一部の地域で水
圧が低下し、水が出にくくなる場合
があります。ご理解とご協力をお願
いします。
①点検日＝ 2月 4日（水）午後 1時
30分～ 4時（雨天の場合は18日（水））　
施設名＝第 2配水場　水圧低下予想
区域＝東原・さがみ野・小松原・ひ
ばりが丘の全域、栗原・南栗原・栗
原中央・広野台の一部地域②点検日
＝ 2月 5日（木）午後 1時30分～ 4
時（雨天の場合は19日（木））　施
設名＝第 1配水場　水圧低下予想区
域＝立野台・緑ケ丘・明王・相武台・

入場料＝無料　
担当� 生涯学習課
� ☎046（252）8476　5046（252）4311

文化財講座「相武台」
〜士官学校からキャンプ座間へ〜

とき＝ 2月28日（土）午前10時～11
時30分　ところ＝ハーモニーホール
座間 2階大会議室　内容＝陸軍士官
学校が市ヶ谷から移転した昭和12年
から戦後米軍に接収されキャンプ座
間となった「相武台」の歴史を当時
の資料とともに辿る　講師＝國學院
大学講師、座間市市史執筆委員　栗
田尚弥さん　対象＝小学校高学年以
上の市内在住・在勤者　定員＝45人
（申込順）　申込方法＝ 2月27日（金）
までに電話、ファクスまたは直接担
当へ
担当� 生涯学習課
� ☎046（252）8431　5046（252）4311

市公民館
1０46（2５５）３1３1　5０46（2５2）2776

◆公民館料理講座①「男だって‥得
　意料理のひとつやふたつ」②「料
　理って楽しい！」
とき＝① 3月 8日・29日いずれも日
曜日午後 1時～ 5時（全 2回）② 3
月13日・27日いずれも金曜日午後 1
時～ 5時（全 2回）　ところ＝実習
室　講師＝出口数美さん　対象＝①
男性のみ②どなたでも　定員＝各18
人（申込順）　参加費＝各 2千円（材
料費）　申込方法＝電話、ファクス
または直接同館へ

北地区文化センター
1０42（747）３３61　5０42（747）8５42

◆いきいき会「歌で寒さを吹き飛ば
　そう」
とき＝ 2月19日（木）午前10時～正
午　内容＝誰でも聞いたことがある
歌をプロの音楽家から教えてもらい
ながら歌う。ピアノの伴奏もあり
対象＝市内在住・在勤者　参加方法
＝当日直接同センターへ
◆Let's！！親子で英語に親しもう
とき＝ 2月21日・28日いずれも土曜
日午前10時30分～11時30分　内容＝
音楽に合わせて手遊びや、ゲームを
取り入れながら、英語を楽しく学ぶ　
対象＝市内在住・在勤の 3～ 6歳の
子と親　定員＝30人（申込順）　参
加費＝一家族300円（材料費）　申込方
法＝ 2月18日（水）までに電話、フ
ァクスまたは直接同センターへ

東地区文化センター
1０46（2５３）０781　5０46（2５３）０789

◆ひがしのだんだんリビング
とき＝ 2月 5日（木）午前 9時45分
～11時45分　内容＝乳幼児を持つ保
護者の交流、仲間作りの場　参加方
法＝時間内に、親子で同センターへ
◆わいがやエクスチェンジ
とき＝ 2月18日（水）午前10時～正
午　内容＝日頃愛用していた物、思
い出の品物、贈答品などで不要にな
った物を物物交換　参加費＝無料
参加方法＝用品を持参の上、時間内

に直接会場へ※肌着、靴下、ぬいぐ
るみなどはご遠慮いただく場合があ
ります。
◆あすなろ大学公開自主講座 4
とき＝ 2月20日（金）午後 1時30分
～ 3時30分　内容＝あすなろ大学受
講生による研究発表①「横綱の品格」
②「ＪＲ相模線　入谷駅の歴史」
定員＝30人（先着順）　参加方法＝
当日直接同センターへ

図書館
1０46（2５５）1211　5０46（2５2）５7０4

◆文学講演会
とき＝ 2月28日（土）午後 1時30分
～ 3時　ところ＝講座室　内容＝「古
と現代－文学を掘り出す試み」をテ
ーマにした講話　講師＝詩人・作家　
小池昌代さん　定員＝60人（申込順）　
申込方法＝電話、ファクスまたは直
接同館へ

○そば打ち体験講座
とき＝ 2月21日（土）午前10時～午
後 1時　ところ＝相武台コミュニテ
ィセンター　内容＝手打ちそばを作
る　対象＝どなたでも　定員＝10人
（申込順）　参加費＝千円（材料費）　
申込方法＝ 2月 1日（日）正午以降
に☎046（258）3001または直接同セン
ターへ
○そば打ち体験講習会
とき＝ 2月28日（日）午前10時～午
後 1時　ところ＝立野台コミュニテ
ィセンター　内容＝そばを作る工程
を習う（一人で 4人前）　対象＝高
校生以上　参加費＝千円　申込方法
＝ 2月15日（日）以降に本人が参加
費を添えて直接同センターへ　問い
合わせ先＝☎046（255）0815（同セン
ター）へ
○心の健康相談
とき＝ 2月14日（土）午後 1時30分
～　ところ＝サニープレイス座間
内容＝精神科の専門医療スタッフに
よるメンタルヘルスに関する相談
対象＝どなたでも　定員＝ 4人（申
込順）　参加費＝無料　申込方法＝
☎046（266）2002（ボランティアセン
ター）へ
○オストメイト健康相談会
とき＝ 2月15日(日)午後 1時30分～
4時30分　ところ＝イオンモール大
和 3階イオンホール　内容＝皮膚・
排泄ケア認定看護師の講演、個別相
談、補装具展示など　対象＝人工肛
門・人工膀胱保有者の方とその家族
および関係者　入場＝自由　問い合
わせ先＝☎0466（45）4216（�（公社）
日本オストミー協会神奈川支部）へ

みんなの広場

西栗原の全域、栗原・南栗原・栗原
中央・入谷 3～ 5丁目の一部地域③
点検日＝ 2月 6日（金）午後 1時30
分～ 4時（雨天の場合は20日（金））
施設名＝相模が丘配水場　水圧低下
予想区域＝相模が丘の全域、広野台
の一部地域
担当� 水道施設課
� ☎046（252）7915　5046（257）4155

教育委員会 2月定例会

とき＝ 2月18日（水）午前 9時30分
～　ところ＝市役所 5階教育委員会
室※傍聴や議題について詳しくは、
担当にご確認ください。
担当� 教育総務課
� ☎046（252）8347　5046（252）4311

移動図書館ひまわり号巡回日程

▼ひばりが丘南児童館＝ 7日・21日
午後 2時30分～ 3時30分▼ＮＴＴ栗
原社宅＝ 4日・18日午前10時30分～
11時30分▼東原共同住宅 8号棟前＝
12日・26日午前10時30分～11時30分
▼カーサ相模台Ｈ号棟前＝13日・27
日午前10時30分～11時30分▼小松原
1丁目児童遊園地＝ 5日・19日午前
10時30分～11時30分▼東原小学校＝
13日・27日午後 2時55分～ 3時45分
▼相模野小学校＝ 4日午後 2時55分
～ 3時30分▼入谷小学校＝ 5日・19
日午後 2時50分～ 3時40分▼栗原小
学校＝ 6日午後 2時45分～ 3時35分
▼中原小学校＝25日午後 2時45分～
3時35分　　
担当� 図書館
� ☎046（255）1211　5046（252）5704

普通救命講習

とき＝ 2月15日（日）午後 1時30分
～ 4時30分（午後 1時15分から受け
付け）　ところ＝消防本部会議室（緑
ケ丘六丁目 1番15号）　内容＝応急
手当の重要性、人工呼吸、心臓マッ
サージ、自動体外式除細動器（ＡＥ
Ｄ）の使用、大出血時の止血法習得　
対象＝市内在住・在勤・在学者（中
学生以上）※子ども連れの受講不可。　
定員＝20人（申込順）　持ち物＝筆
記用具　申込方法＝電話で担当へ
担当� 消防管理課
� ☎046（256）2211　5046（256）2215

神奈川県議会議員選挙座間市
選挙区立候補予定者事前説明会

　神奈川県議会議員選挙の立候補予
定者を対象に、次の通り事前説明会
を開催します。立候補届け出に必要
な用紙の配布と手続方法の説明を行
いますので、立候補予定者または代
理人は必ず出席してください。
とき＝ 3月13日（金） 午後 2時～　

ところ＝サニープレイス座間（総合
福祉センター） 3階研修室ＡＢ※会
場の都合により、 1候補につき 3人
までとします。
担当� 選挙管理委員会事務局
� ☎046（252）8481　5046（255）3550

「ミステリーウォーク探検隊
『ざまりん』を探せ！！」

【市提案型協働事業】

　ざまりんを探しながら、市内の名
所旧跡をウォークラリー形式で巡り
ます。参加者にはもれなく記念品を
差し上げます。
とき＝ 2月28日（土）午前 9時～午
後 1時　集合場所＝小田急相模原駅
コース＝相模が丘仲よし小道「さく
ら百華の道」～相模野基線中間点～
相模が丘コミュニティセンター～プ
ロロジスパーク座間（ソーラーパネ
ル、地震対策施設見学など）～湯快
爽快ざま（解散）　対象＝どなたで
も（小学生以下保護者同伴）　定員
＝100人（申込順）　参加費＝無料
申込方法＝「ミステリーウォーク探
検隊『ざまりん』を探せ！！」実行
委員会☎046（253）4722（佐藤）へ
担当� 企画政策課
� ☎046（252）8287　5046（255）3550

男女共同参画講座
「私、出来ます！」と言いたい！

〜女性のためのパソコン講座
（エクセル編）〜

とき＝ 2月21日（土）①午前 9時～
正午②午後 1時～ 4時　ところ＝市
役所 5階 5－ 3会議室　内容＝再就
職などを考えている女性を対象にし
たパソコン講座でエクセル（初級）
について実際にパソコンを操作し、
学ぶ※①②同内容。　対象＝パソコ
ンで電子メール、インターネットの
閲覧ができる市内在住・在勤者（キ
ーボードでの文字入力ができる方）
定員＝各回10人（申込順）　参加費
＝無料　申込方法＝電話、ファクス、
市ホームページからの電子申請また
は直接担当へ
担当� 広報広聴人権課
� ☎046（252）8087　5046（252）0220

労務管理セミナー

とき＝ 2月10日（火）第 1部午後 2
時～ 2時45分、第 2部午後 3時～ 5
時（ 2部制で午後 1時30分から受け
付け）　ところ＝サニープレイス座
間 3階多目的室　内容＝第 1部「労

働基準監督官による最近の管内の企
業監督」第 2部「最新対応！トラブ
ルを防ぐ就業規則・労働契約」　対
象＝人事労務担当者など　定員＝100
人（申込順）　参加費＝無料　申込
方法＝電話またはファクスでかなが
わ労働センター県央支所☎046（296）
73115046（222）5375へ
担当� 商工観光課
� ☎046（252）7604　5046（255）3550

ざま市民朝市

とき＝ 2月 8日・22日いずれも日曜
日午前 7時～売り切れ次第終了。雨
天決行　ところ＝市役所ふれあい広
場（雨天時は市役所 1階アトリウム）
販売品＝地場産野菜、農産物加工品、
肉、花き、市特産品など　持ち物＝
買い物袋　
担当� 農政課
� ☎046（252）7601　5046（255）3550

孤立しないまちづくり研修会

とき＝ 2月21日（土）午後 2時～ 3
時30分（開場は午後 1時30分）　と
ころ＝サニープレイス座間 3階多目
的室　内容＝「孤立しないまちづく
り」をテーマに社会や情報などから
孤立しがちな障がい者や高齢者に対
し、どう地域で取り組み関わりを持
ち、どう支援していくかなどについ
て、事例の紹介と市の自立支援協議
会のこれまでの取り組みを紹介　対
象＝どなたでも　定員＝100人（申込
順）　申込方法＝ 2月18日（水）ま
でに電話、ファクスまたは直接担当
へ　
担当� 障がい福祉課
� ☎046（252）7132　5046（252）7043

♪今月のロビーコンサート♪
「ピアノで奏でるロシアの名曲」

とき＝ 2月18日（水）午後 0時30分
～ 0時50分　ところ＝市役所 1階市
民サロン　曲目＝仮面舞踏会より「ワ
ルツ」ハチャトリアン　展覧会の絵
より「キエフの大門」ムソルグスキ
ー他　演奏者＝ピアノ　中山祐子さ
ん　櫻井桂子さん
担当� 生涯学習課
� ☎046（252）8476　5046（252）4311

平成26年度座間演劇祭

とき＝ 2月15日（日）午後 1時30分
～ 3時30分（予定）　ところ＝東地
区文化センター 1階第 1集会室　内
容＝市内を中心に活動している団体
が出演し、喜劇、オペラ、パフォー
マンスなどを発表　出演団体＝相模
中学校演劇部、Ｍの会、相模向陽館
高等学校演劇部　対象＝どなたでも
定員＝150人（入場自由、途中退出可）　
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○歴史教室
とき＝毎月 2回土曜日午後 1時～ 3
時　ところ＝ひばりが丘コミュニテ
ィセンター　内容＝古代から平安時
代の歴史　対象＝どなたでも　会費
＝年額3,500円　連絡先＝☎046（256）
6257（石沢）
○はなみづきの会
とき＝毎月第 1・ 3・ 4金曜日午後
6時～ 9時　ところ＝青少年センタ
ー　内容＝古流の生け花　対象＝ど
なたでも（中高年の男性歓迎）　会
費＝月額 3千円、花代 1回千円　連
絡先＝☎080（6810）4923（相澤）
○栗原小（ママさんバレー）
とき＝毎週水曜・土曜日午後 8時～
10時　ところ＝栗原小学校体育館
内容＝ 9人制バレーボール　対象＝
栗原小学校区に住んでいる既婚者
会費＝月額500円　連絡先＝☎046
（251）3241（大矢）

○さがみフィルハーモニック
とき＝毎月第 1・ 3・ 5日曜日午前
9時～午後 1時　ところ＝市公民館
など　内容＝ベートーヴェン交響曲
第 8番他のオーケストラ合奏練習
対象＝楽器を所有する高校生以上
会費＝月額社会人 3千円、学生1,500
円　連絡先＝☎046（254）0167（市村）
○さわやか会
とき＝毎週水曜日午後 1時30分～ 3
時　ところ＝青少年センター　内容
＝健康体操　対象＝女性　会費＝月
額1,500円、入会金500円、年会費千
円　連絡先＝☎046（255）8733（井川）
○さくらフレンドダンスサークル
とき＝①第 1・ 3金曜日午後 7時～
9時45分②第 2・ 4金曜日午後 6時
～ 8時45分　ところ＝①東地区文化
センター②東原コミュニティセンタ
ー　内容＝社交ダンス　対象＝どな
たでも　会費＝月額千円　連絡先＝
☎080（1211）5530（西村）

2 月に納めていただくのは
▽国民健康保険税（第 9期）▽介護保険料（第 9期）▽後期高齢者医
療保険料（第 8期）
※市指定の金融機関など、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエ
ンスストアで納めてください。使用料などもお忘れなく。
※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※納期限を過ぎると、督促状が発送されます。また、延滞金を納めて
いただく場合があります。
※毎月第 2・第 4土曜日午前 8時30分から正午まで、市役所で市税、
国民健康保険税の納付窓口を開設しています。詳しい内容は収納課�
☎046（252）8021へ（国民健康保険税については国保年金課☎046（252）
7003へ）。

区　分 と　　　き と　こ　ろ
消　費　生　活��
（訪問販売・多重債務など）

毎週月曜～金曜日午前 9時30分～正午と
午後 1時～ 3時30分（第 3水曜日（18日）は午後のみ

☎０46（2５2）849０
（電話相談も可） 

弁 護 士
（面 談 の み）

10日昼・夜
17日夜
18日
24日夜
25日

毎月第 2・第 3・第 4火曜日
午後 6時30分～ 9時
今月は第 2火曜日と・第 3・第 4水曜日
午後 1時30分～ 4時30分

予約制（電話可）
受付☎０46（2５2）8218
市役所 1階相談室
※ 2日午前 8時30分か
ら今月分を受け付け、��
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は年間
一人につき 1回（25分
以内 ）、その他の相談
は一人30分以内とさせ
ていただきます。相談
される要点をよく整理
してお越しください。

行 政
（国に対する要望） 19日 毎月第 3木曜日午前 9時30分～11時30分

行 政 書 士
（相続・成年後見）

12日
19日

毎月第 2・第 3木曜日午後 1時30分～ 4時
30分

交 通 事 故 17日 毎月第 3火曜日午後 1時30分～ 4時
税 理 士 今月はなし
不 動 産
（取引�・契約） 26日 毎月第 4木曜日午後 1時30分～ 4時30分

分譲マンション
（近隣・管理組合） 13日 毎月第 2金曜日午後 1時30分～ 4時30分

（12日まで受け付け）

市 民 一 般
毎週月曜～金曜日午前 9時～午後 4時30分

担当　広報広聴人権課 ☎０46（2５2）8218
人権擁護委員
（近隣問題など） 10日 今月は第 2火曜日午前 9時～11時30分 ☎０46（2５2）8０87

ドメスティック
バイオレンス

毎週月曜・火曜・水曜・金曜日午前 9時～正午と
午後 1時～ 5時15分

市役所1階
広報広聴人権課

担当　広報広聴人権課 ☎０46（2５2）848３

住 ま い 探 し
（ 高 齢 者 ）

17日
偶数月第 3火曜日午後 1時30分～ 4時（電
話予約制。16日までに（公社）かながわ住
まいまちづくり協会☎045（664）6896へ）

市役所 4階 4 - 1 会議室

担当　福祉長寿課 ☎０46（2５2）7127

障 が い 者
就 労 支 援

毎週月曜・火曜・木曜日午前10時～正午と午後 1時～
3時（予約制（電話可）�）毎月第 3木曜日午前 9時～、
10時30分～（ 1日二人までで予約制（電話可）�）

市役所 1階障がい福祉課

担当　障がい福祉課 ☎０46（2５2）71３2

手話通訳設置
毎週水曜日と金曜日の午前 9時～正午 市役所 1階障がい福祉課

担当　障がい福祉課 ☎０46（2５2）7978 5０46（2５2）7０4３

駐留軍離職者
19日 毎月第 3木曜日午前10時～午後 3時 ふれあい会館 2階

担当　商工観光課 ☎０46（2５2）76０4

児 童 毎週月曜～金曜日午前 9時30分～11時30分と
午後 1時～ 4時（電話可）

市役所 2階子育て支援課
☎０46（2５2）7969

母子・父子家庭
毎週月曜～金曜日午前 9時30分～11時30分と
午後 1時～ 4時（予約制（電話可）�） 市役所 2階子育て支援課

担当　子育て支援課 ☎０46（2５2）72０1

青 少 年
毎週月曜～金曜日午前 9時～午後 4時 青少年センター 1階

青少年相談室
担当　青少年相談室 ☎０46（2５6）０9０7

教 育 毎週月曜～金曜日午前10時～午後 4時 市役所 5階教育研究所
子どもいじめ
ホットライン

毎週月曜～金曜日午前 8時30分～午後 6時（電話のみ） ☎０46（2５9）2164
担当　教育研究所 ☎０46（2５9）2164

就 学
（障がい児対象）

毎週月曜～金曜日午前 8時30分～正午　　
午後 1時～ 4時（予約制（電話可）�）

市役所 5階教育指導課
担当　教育指導課 ☎０46（2５2）87３2

2 月の相談日（祝・休日を除く）※相談はいずれも無料です。



座間市役所　〒252-8566　神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番１号（郵便物は、郵便番号と「座間市役所＋課名」を記入することで届きます）
☎046（255）1111（代）　5046（255）3550　URL http://www.city.zama.kanagawa.jp/　　http://www.city.zama.kanagawa.jp/m/
◆開庁時間　月曜日～金曜日（祝・休日と年末年始を除く）午前8時30分～午後5時15分
　※第2・第4土曜日の午前中も一部業務を行っています。
　問い合わせは､ 特に記載がなければ、開庁時間内にお願いします。 検索検索座間市ホームページ
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みる　きく　あそぶ　まなぶ
水道ふれあいフェア水道ふれあいフェア

　市と日本水道協会では、「安全な水道」「強
きょう

靭
じん

な水道」「水道サービスの持
続」をテーマに「水道ふれあいフェア」を開催します。
　この催しでは、水に関する体験や実験など、楽しみながら水道について
学べるさまざまなコーナーがあります。また、参加者全員にざまりんグッ
ズのプレゼントをご用意していますので、ぜひご来場ください。
○と　き　 2月 8日（日）午前10時～午後 4時
○ ところ　ハーモニーホール座間（市民文
化会館）ギャラリーおよび常設展示室
○ 内　容　パネル展示、利き水体験、浮

ふ

沈
ちん

子
し

工作教室、ざまりんと記念撮影など
　 ※当日アンケートにお答えいただいた方
に、座間の地下水100パーセントの「ざ
まみず」をプレゼントします。

担当 水道経営課　☎046(252)7480　5046(257)4155

市教育長に金子槇之輔氏が再任市教育長に金子槇之輔氏が再任

　市教育委員会では、平成26年12月24日に金子槇之輔
氏（68歳・立野台）を市教育長に再任しました。
　金子氏は昭和45年に國學院大学を卒業後、市教育委
員会指導室副主幹、学校教育課長、座間中学校校長、
栗原中学校校長などを歴任しています。
　また、金子氏は教育長として平成18年12月に就任
し、現在 3期目（任期は平成30年12月23日まで）とな
ります。

担当 教育総務課　☎046(252)8347　5046(252)4311

3 期目となる金子氏 阿
あ

久
く

津
つ

　由
ゆ

衣
い

ちゃん
H26. 1 .11生まれ　女
明王

宮
みや

﨑
ざき

　文
あや

寧
ね

ちゃん
Ｈ26. 1 .20生まれ　女
入谷 4丁目

こんにちは赤ちゃんこんにちは赤ちゃん

座間市立保育園運営規則（素案の概要）に座間市立保育園運営規則（素案の概要）に
ご意見をご意見を

　市では、平成27年 4 月から施行予定の子ども・子育て関連 3法に対応す
るため、市立保育園運営規則の改正を進めています。
　このたび同規則素案の概要を作成しましたので、市民の皆さんのご意見
を募集します。なお、皆さんから頂いたご意見に対する市の考えは、市
ホームページなどで公表します。
○ 意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学者、市内に事業所などを有
する法人またはその他の団体、公募事案に利害関係を有する方、市内保
育園に通園する子どもの保護者
○ 募集期間　 2月 1日（日） ～ 3 月 2
日（月）
○ 閲覧場所　市役所 2階保育課・ 1階
市民情報コーナー、各出張所、市公
民館、北・東地区文化センター、各
コミュニティセンター （立野台コ
ミュニティセンターは 2月13日
（金）まで休館） 、市立保育園（市
ホームページでも閲覧可）
○ 意見の提出方法　住所、氏名、電話番号を記入の上、任意の様式で郵送
（必着） 、ファクス、電子メールまたは直接担当へ

　 ※市内在勤者は事業所名と所在地、市内在学者は学校名、団体は団体名
と所在地・代表者名を加えて記入してください。
【郵送】〒252‒8566座間市役所保育課
【電子メール】pb98_hoiku@city.zama.kanagawa.jp

担当 保育課　☎046(252)7202　5046(252)7043

ザマ・プロムナード・コンサートザマ・プロムナード・コンサート

　座間・海老名・綾瀬市のからなる県央三市芸術文化振興協議会では、神
奈川フィルハーモニー管弦楽団（指揮、永峰大輔さん）を招き、ザマ・プ
ロムナード・コンサートを開催します。
○と　き　 3月25日（水）午後 3時30分～ （開場は午後 3時～）
○ところ　ハーモニーホール座間（市民文化会館）　大ホール
○対　象　座間・海老名・綾瀬市在住・在勤・在学者
　※小学生以下は保護者同伴。 3 歳未満は入場できません。
○費　用　無料
○定　員　1,300人（多数抽選）
　※抽選の場合は 3月上旬に結果を通知予定。
○ 申込方法　 2月27日（金）までに、往復はがきに代表者と同伴者（ 1枚
のハガキで 4人まで）の氏名・年齢・住所（在勤・在学者は通勤・通学
先） 、参加人数、代表者の電話番号を記入し、〒252‒8566座間市役所生
涯学習課「ザマ・プロムナード・コンサート」係へ郵送（当日消印有効）
担当 生涯学習課　☎046(252)8476　5046(252)4311

市民農園利用者を募集市民農園利用者を募集

　市では、自然の恵みや収穫の喜びを体験してもらうおうと「市民農園」
を開設しており、  4 月からの新規利用者を下記の通り募集します。
○応募期間　 2月 2日（月） ～12日（木）
○応募資格　利用期間満了まで必ず耕作できる市内在住者
　※現在利用中の方は応募できません（利用期間満了に伴う再申込は可）。
○ 所在地　①座間第 3市民農園（座間字清水1472‒ 1 外）②栗原第 3市民
農園（栗原字小池東原1084‒ 9 外）③入谷第 1市民農園（入谷 2丁目97）
○ 募集区画（予定）　①～③いずれも20区画程度（ 1世帯につき 1区画ま
で。多数抽選）
○区画面積　 1区画①約60平方メートル②③約30平方メートル　
○利用期間　 4月 1日～平成30年 2 月末日
○利用料　 1年につき① 1万800円②③5,400円
○ 申込方法　 2月12日（木）までに、市役所 4階農政課または各出張所で
配布する申込書（市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記
入の上、〒252‒8566座間市役所農政課宛てに郵送（当日消印有効） 、市
ホームページ「電子申請・届出サービス」を利用または直接担当へ
担当 農政課　☎046(252)7601　5046(255)3550

第20回花のミニ展覧会第20回花のミニ展覧会

　市温室花
か

卉
き

組合では、組合員である 6軒の園芸農家が丹精込めて育て
た、鉢物（洋ラン、クリスマスローズ他）、苗物（プリムラ、パンジー他）、
切花（スイートピー、ユリ、ガーベラ他）など20種類約80点の花を集めた
「花のミニ展覧会」を開催します。
○ と　き　 2月 2日（月）～ 6日（金）午前 8時30分～午後 5時15分（初
日は10時から、最終日は午後 3時まで）
○ところ　市役所 1階エレベーター前
担当 農政課　☎046(252)7601　5046(255)3550

赤ちゃんの写真を赤ちゃんの写真を
お待ちしています！お待ちしています！

○ 対象　平成27年 2 月 1 日現在で、1歳未
満の市内在住の赤ちゃん
○ 掲載月　 3月、 4 月、 5 月
○ 応募方法　カラー写真の裏面に保護者
の住所・氏名・電話番号、赤ちゃんの
氏名（ふりがな）・生年月日・性別を明
記し、〒252‒8566座間市役所広報広聴
人権課宛て郵送または持参
○ 申込期限　 2月12日（木） 〈当日消印有効〉
※応募者多数の場合は抽選とし、掲載が
決定した方に連絡します。なお、応募写
真の返却はしません。

ざまみずとざまみず風呂敷


	zama150201_1
	zama150201_2
	zama150201_3
	zama150201_4-5
	zama150201_6-7
	zama150201_8

